
 

大多喜町町民記者公募のお知らせ 

名称 大多喜町町民記者 

公募する記者の 
人数 ２人 

記者の任期 委嘱の日から当該年度の３月３１日まで 

応募資格 

１ 満１８歳以上で町内に在住、在勤又は在学する方で、次の要件を満た

す方とします。 

⑴ 年に１回程度開催する連絡会議に出席できる方 

⑵ ボランティアとして、町内の各種団体または町民の活動、イベント

や身近な話題を取材し、文書記事及び写真記事を作成し、町に提供で

きる方 

⑶ 地域情報や話題を町に提供できる方 

⑷ 広報活動に深い関心を有し、幅広い視野から公平な立場で町民記者

の職務を積極的に遂行することができる方 

⑸ 町の広報に関する行事などに積極的に参加できる方 

⑹ 取材等で知り得た情報、個人に関する情報などについて守秘義務を

遵守できる方 

 

２ 次の条件を満たす方は応募できません。 

⑴ 町民記者の身分を利用して営利活動などを行うおそれがあると認

められる方 

⑵ 大多喜町暴力団排除条例第２条に定める暴力団員等または暴力団

若しくは暴力団員等と密接な関係を有する方 

⑶ 大多喜町議会議員又は大多喜町職員 

応募方法 
応募申込書に必要事項を記入の上、郵送、電子メール又はご持参ください。 
※電子メールで応募する場合は、件名欄に「大多喜町町民記者応募申込」

としてください。 

応募期間 随時 

選考の方法等 志望動機の内容等により、選考します。 

記者の職務 
１ 町内の各種団体又は町民の活動、催事並びに身近に起きた話題を取材

し、文書原稿及び写真原稿を作成し、町に提供する。 

２ 地域情報や話題を町に提供する。 

報酬等 なし 

問合せ先 
（事務局） 

大多喜町役場 総務課 文書広報係 
電 話 番 号 0470-82-2111（内線）218 
ﾌｧｯｸｽ番号 0470-82-4461 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  soumu2@town.otaki.lg.jp 

その他  


